
様 式 第 7（ 第 5条 の 2関 係 ）  

                          ① 製 造 所  

                     危 険 物 貯 蔵 所 仮 使 用 承 認 申 請 書  

                            取 扱 所  

                                     ② 年      月      日  

 恵 庭 市 長  殿  

                           ③ 申  請  者  

                              住  所           （ 電 話     ）  

 

                              氏  名                             

設 置 場 所  ④  

製 造 所 等 の 別  ⑤  
貯 蔵 所 又 は 取

扱 所 の 区 分  
⑥  

変 更 許 可 申 請 年 月 日  ⑦        年     月     日  

変 更 の 許 可 年 月 日  

及 び 許 可 番 号  

⑧        年         月        日  

                  第             号  

仮 使 用 の 承 認 を  

申 請 す る 部 分  
      ⑨     別 添 図 面 の と お り  

 ※  受   付    欄   ※   経   過   欄   ※   手  数  料   欄  

  

 

承 認 年 月 日  

 

 

承 認 番 号  

 

 

 

 備 考   １   こ の 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。  

       ２   法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所

在 地 を 記 入 す る こ と 。       

       ３   変 更 の 許 可 前 に こ の 申 請 を 行 お う と す る 場 合 に あ っ て は 変 更 許

可 申 請 年 月 日 の 欄 に 、 変 更 の 許 可 後 に こ れ を 行 お う と す る 場 合 に

あ っ て は 変 更 の 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号 の 欄 に そ れ ぞ れ 記 入 し 、

い ず れ か 記 入 し な い 欄 に は 斜 線 を 入 れ る こ と 。  

       ４   ※ 印 の 欄 は 、 記 入 し な い こ と 。  

 

 



【記入要領】  

項   目  記  入  要  領  

① 申 請 区 分  申 請 に 係 る 施 設 区 分 を 〇 で 囲 む 又 は 申 請 に 係
る 施 設 区 分 以 外 を 二 重 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。 

② 申 請 日  申 請 書 提 出 日 を 記 入 し て く だ さ い 。  
（ 和 暦 、 西 暦 ど ち ら で も か ま い ま せ ん 。 ）  

③ 申 請 者  

申 請 者 は 設 置 者 と 同 一 と し て く だ さ い 。  
法 人 の 場 合 は 、法 人 名 、代 表 者 の 職 名 及 び 氏 名 、
事 業 所 の 所 在 地 、 電 話 番 号 を 記 入 し て く だ さ
い 。  

④ 設 置 場 所  当 該 危 険 物 施 設 の 所 在 地 を 記 入 し て く だ さ い 。 

⑤ 製 造 所 等 の 別  「 製 造 所 」、「 貯 蔵 所 」、「 取 扱 所 」の う ち 該
当 す る も の を 記 入 し て く だ さ い 。  

⑥ 貯 蔵 所 又 は 取 扱 所 の
区 分  

危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令 第 ２ 条 及 び 第 ３ 条
に 規 定 さ れ る 施 設 区 分 を 記 入 し て く だ さ い 。  
製 造 所 の 場 合 は 斜 線 で 抹 消 し て く だ さ い 。  

⑦ 変 更 許 可 申 請 年 月 日  

変 更 の 許 可 を 受 け る 前 に こ の 申 請 を 行 な う 場
合 は 申 請 す る 工 事 に 係 る 変 更 許 可 申 請 年 月 日
を 記 入 し て く だ さ い 。  
許 可 後 の 申 請 の 場 合 は 、記 入 の 必 要 は あ り ま せ
ん 。  

⑧ 変 更 の 許 可 年 月 日 及
び 許 可 番 号  

許 可 後 の 申 請 の 場 合 は 変 更 許 可 年 月 日 、許 可 番
号 を 記 入 し て く だ さ い 。  
許 可 前 の 申 請 の 場 合 は 、記 入 の 必 要 は あ り ま せ
ん 。  

⑨ 仮 使 用 の 承 認 を 申 請
す る 部 分  

仮 使 用 の 承 認 を 申 請 す る 部 分 は 、「 別 添 図 面 の
と お り 」と な っ て い ま す の で 申 請 部 分 が わ か る
図 面 を 添 付 し て く だ さ い 。  

 


